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告　　　　　示

　庁舎等の設備維持管理業務の委託契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱の一部を改正する告示をここに公表する。
　　令和元年10月17日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
宮崎県告示第 408号
　　　庁舎等の設備維持管理業務の委託契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱の一部を改正する告示
　庁舎等の設備維持管理業務の委託契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱（平成６年宮崎県告示第1058号の３）の一部を次のよう
に改正する。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後
　（入札参加資格審査の申請）
第４条　［略］
２　次の各号のいずれかに該当する者は、入札参加資格の申請をす
　ることができない。
　(１)～(６)　［略］

３　申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
　(１)・(２)　［略］
　(３)　入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で
　　ない旨の証明書（個人の場合に限る。）

　(４)・(５)　［略］

　（入札参加資格審査の申請）
第４条　［略］
２　次の各号のいずれかに該当する者は、入札参加資格の申請をす
　ることができない。
　(１)～(６)　［略］
　(７)　県税（個人県民税及び地方消費税を除く。）、地方法人特
　　別税、特別法人事業税及び軽自動車税の環境性能割並びにこれ
　　らに附帯する徴収金に未納がある者
　(８)　消費税及び地方消費税並びにこれらに係る附帯税に未納が
　　ある者
　(９)　健康保険法（大正11年法律第70号）第３条第３項及び厚生
　　年金保険法（昭和29年法律第 115号）第６条第１項の適用事業
　　所である者であって、健康保険料又は厚生年金保険料に未納が
　　あるもの
　(10)　労働保険料に滞納がある者
３　申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
　(１)・(２)　［略］
　(３)　入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産手続
　　開始の決定を受けて復権を得ない者でない旨の証明書（個人の
　　場合に限る。）
　(４)・(５)　［略］
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　(６)　県税（地方消費税を除く。）、地方法人特別税及びこれら
　　に附帯する徴収金に未納がないことを証する書面

　(７)　［略］

　(８)～(15)　［略］

　(16)　［略］
　（入札参加資格の承継）
第７条の２　登録業者の相続人その他の一般承継人は、入札参加資
　格の地位を承継しようとするときは、設備維持管理業務入札参加
　資格承継承認申請書（別記様式第８号）に一般承継があったこと
　を証する書類並びに第４条第３項第１号から第11号まで及び第13
　号から第16号までに掲げる書類を添えて知事に提出し、その承認
　を受けなければならない。
２　［略］
　（登録の取消し）
第９条　知事は、登録業者が次の各号のいずれかに該当すると認め
　るときは、第14条に規定する審査会の審査を経て、その者の登録
　を取り消すことができる。
　(１)　地方自治法施行令第 167条の４第２項各号のいずれかに該

　(６)　県税（個人県民税及び地方消費税を除く。）、地方法人特
　　別税、特別法人事業税及び軽自動車税の環境性能割並びにこれ
　　らに附帯する徴収金に未納がないことを証する書面
　(７)　［略］
　(８)　健康保険法第３条第３項及び厚生年金保険法第６条第１項
　　の適用事業所である者であって、健康保険料又は厚生年金保険
　　料に未納がないことを証する書面
　(９)～(16)　［略］
　(17)　育児休業制度について就業規則で定め、労働基準監督署へ
　　の届出を行っている場合にあっては、労働基準監督署の受付印
　　のある就業規則の写し
　(18)　県又は県内の市町村と防災協定を締結している場合にあっ
　　ては、その協定書の写し
　(19)　国際標準化機構が定めた規格ＩＳＯ9001又はＩＳＯ 14001
　　の認証を取得している場合にあっては、その登録証の写し
　(20)　次世代育成支援対策推進法（平成15年法律第 120号）第13
　　条の規定による認定を受けている場合にあっては、その認定証
　　の写し
　(21)　常時雇用する労働者の数が 300人以下の者であって、女性
　　の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成27年法律第
　　64号。以下「女性活躍推進法」という。）第８条第１項に規定
　　する一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局長への届出
　　を行っているものにあっては、その届出書の写し
　(22)　女性活躍推進法第９条の規定による認定を受けている場合
　　にあっては、その認定証の写し
　(23)　働きやすい職場「ひなたの極」認証制度実施要綱（平成30
　　年２月１日定め）第５条の規定による認証を受けている場合に
　　あっては、その認証書の写し
　(24)　［略］
　（入札参加資格の承継）
第７条の２　登録業者の相続人その他の一般承継人は、入札参加資
　格の地位を承継しようとするときは、設備維持管理業務入札参加
　資格承継承認申請書（別記様式第８号）に一般承継があったこと
　を証する書類並びに第４条第３項第１号から第12号まで及び第14
　号から第24号までに掲げる書類を添えて知事に提出し、その承認
　を受けなければならない。
２　［略］
　（登録の取消し）
第９条　知事は、登録業者が次の各号のいずれかに該当すると認め
　るときは、第14条に規定する審査会の審査を経て、その者の登録
　を取り消すことができる。
　(１)　地方自治法施行令第 167条の４第１項又は第２項各号のい

　　当するとき。
　(２)～(５)　［略］
２　［略］
別記
様式第１号（第４条関係）
　　［略］
　（添付書類）
　　１・２　［略］
　　３　身分証明書（個人のみ）

　　４・５　［略］

　　ずれかに該当するとき。
　(２)～(５)　［略］
２　［略］
別記
様式第１号（第４条関係）
　　［略］
　（添付書類）
　　１・２　［略］
　　３　入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産手続
　　　開始の決定を受けて復権を得ない者でない旨の証明書（個人
　　　のみ）
　　４・５　［略］
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　　６　県税（地方消費税を除く。）、地方法人特別税及びこれら
　　　に附帯する徴収金に未納がないことを証する書面

　　７　［略］

　　８～15　［略］
　　16　その他以下の書類（該当する場合）
　　　①～③　［略］

　　（注）　添付書類10及び12については、申請する業務ごとに添
　　　　付すること。

　　６　県税（個人県民税及び地方消費税を除く。）、地方法人特
　　　別税、特別法人事業税及び軽自動車税の環境性能割並びにこ
　　　れらに附帯する徴収金に未納がないことを証する書面
　　７　［略］
　　８　健康保険法第３条第３項及び厚生年金保険法第６条第１項
　　　の適用事業所である者であって、健康保険料又は厚生年金保
　　　険料に未納がないことを証する書面
　　９～16　［略］
　　17　その他以下の書類（該当する場合）
　　　①～③　［略］
　　　④　次世代育成支援対策推進法第13条の規定による認定証の
　　　　写し
　　　⑤　女性活躍推進法第８条第１項の規定による届出書の写し
　　　⑥　女性活躍推進法第９条の規定による認定証の写し
　　　⑦　ひなたの極認証書の写し
　　（注）　添付書類11及び13については、申請する業務ごとに添
　　　　　付すること。

　別記様式第２号を次のように改める。
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　別記様式第３号（その１）から（その５）まで、（その８）及び（その11）を次のように改める。
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　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
改正前 改正後

様式第５号（第４条関係）
　　［略］
　（注）１　この表は、入札参加資格の登録を受けようとする年の
　　　　　直前２年の各決算年度における契約金額を契約物件ごと
　　　　　に記入すること。
　　　　２～４　［略］
様式第８号（第７条の２関係）
　　［略］
　（添付書類）
　　１～３　［略］
　　４　身分証明書（個人のみ）

　　５・６　［略］
　　７　県税（地方消費税を除く。）、地方法人特別税及びこれら
　　　に附帯する徴収金に未納がないことを証する書面

　　８　［略］

　　９～15　［略］

　　16　［略］
　　（注）　添付書類11については、申請する業務ごとに添付する
　　　　　こと。

様式第５号（第４条関係）
　　［略］
　（注）１　この表は、入札参加資格の申請をする日の属する決算
　　　　　年度の直前の２決算年度における契約金額を契約物件ご
　　　　　とに記入すること。
　　　　２～４　［略］
様式第８号（第７条の２関係）
　　［略］
　（添付書類）
　　１～３　［略］
　　４　入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産手続
　　　開始の決定を受けて復権を得ない者でない旨の証明書（個人
　　　のみ）
　　５・６　［略］
　　７　県税（個人県民税及び地方消費税を除く。）、地方法人特
　　　別税、特別法人事業税及び軽自動車税の環境性能割並びにこ
　　　れらに附帯する徴収金に未納がないことを証する書面
　　８　［略］
　　９　健康保険法第３条第３項及び厚生年金保険法第６条第１項
　　　の適用事業所である者であって、健康保険料又は厚生年金保
　　　険料に未納がないことを証する書面
　　10～16　［略］
　　17　その他以下の書類（該当する場合）
　　　①　労働基準監督署の受付印のある就業規則の写し
　　　②　県、市町村との防災協定書の写し
　　　③　ＩＳＯ9001又はＩＳＯ 14001の登録証の写し
　　　④　次世代育成支援対策推進法第13条の規定による認定証の
　　　　写し
　　　⑤　女性活躍推進法第８条第１項の規定による届出書の写し
　　　⑥　女性活躍推進法第９条の規定による認定証の写し
　　　⑦　ひなたの極認証書の写し
　　18　［略］
　　（注）　添付書類12については、申請する業務ごとに添付する
　　　　　こと。

　　　附　則
　（施行期日）
１　この告示は、公表の日から施行する。
　（経過措置）
２　この告示の施行の際現にこの告示による改正前の庁舎等の設備維持管理業務の委託契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱（以
　下「改正前の要綱」という。）の規定によりなされている手続その他の行為は、この告示による改正後の庁舎等の設備維持管理業務の委
　託契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
３　この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の要綱の規定に定める様式による用紙は、当分の間、所要の事項を適宜補正して
　使用することができる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第 409号
　森林法（昭和26年法律第 249号）第25条の２第１項の規定により
、次のとおり民有林の保安林の指定をする。
　　令和元年10月17日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
１　民有林の保安林の所在場所　東臼杵郡美郷町北郷宇納間字板屋
　2883－35、字田谷2932－１、字岩下3014、3015、3021－２、3027
　－６から3027－８まで

２　指定の目的　水源の涵
かん

養
３　指定施業要件
　⑴　立木の伐採の方法
　　ア　主伐に係る伐採種は、定めない。
　　イ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所
　　　在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
　　　以上のものとする。
　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種
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　　　次のとおりとする。
　　（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮崎県環境森林
　部自然環境課及び東臼杵農林振興局並びに美郷町役場に備え置い
　て縦覧に供する。）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第 410号
　漁業災害補償法（昭和39年法律第 158号。以下「法」という。）
第 108条第５項において準用する法第 105条の２第３項の規定によ
る届出を審査した結果、当該加入区に係る法第 108条第２項の規定
による特定第２号漁業者の同意が同項に規定する要件に適合すると
認めた。
　　令和元年10月17日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣

同意成立の届出年月日 令和元年９月２日

発起人の住所及び氏名 串間市
横山　春海
串間市
金丸　虎行

加 入 区 の 名 称 串間市第一加入区

区 域 串間市漁業協同組合の地区のうち本城
支所の地域

区 分 小型定置漁業及び小型漁船漁業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第 411号
　道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第１項の規定により、道
路の区域を次のとおり変更する。
　なお、関係図面は、令和元年10月17日から同年同月31日まで宮崎
県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。
　　令和元年10月17日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第 413号
　道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第１項の規定により、道
路の区域を次のとおり変更する。
　なお、関係図面は、令和元年10月17日から同年同月31日まで宮崎
県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。
　　令和元年10月17日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第 414号
　道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第１項の規定により、道
路の区域を次のとおり変更する。
　なお、関係図面は、令和元年10月17日から同年同月31日まで宮崎
県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。
　　令和元年10月17日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第 412号
　道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第１項の規定により、道
路の区域を次のとおり変更する。
　なお、関係図面は、令和元年10月17日から同年同月31日まで宮崎

路線

番号

道路の

種　類
路線名 区 間

新旧

の別

敷地の
幅　員
(メートル)

延　長

(メートル)

国道  388号 東臼杵郡美
郷町北郷黒
木字ヨリキ
 195番３か
ら同郡同町
北郷黒木同
字 195番３
まで

旧 45�5～
45�9

 3�0

新 45�5～
54�0

 3�0

県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。
　　令和元年10月17日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣

路線

番号

道路の

種　類
路線名 区 間

新旧

の別

敷地の
幅　員
(メートル)

延　長

(メートル)

国道  503号 東臼杵郡諸
塚村大字七
ツ山字八重
 609番11地
先から同郡
同村同大字
同字 609番
11地先まで

旧 11�5～
14�1

35�6

新 11�8～
36�6

35�6

路線

番号

道路の

種　類
路線名 区 間

新旧

の別

敷地の
幅　員
(メートル)

延　長

(メートル)

40 県道 都農綾
線

児湯郡木城
町大字高城
字山塚4868
番６地先か
ら同郡同町
同大字同字
4868番５地
先まで

旧 15�1～
23�1

25�5

新 23�1～
38�0

25�5

路線

番号

道路の

種　類
路線名 区 間

新旧

の別

敷地の
幅　員
(メートル)

延　長

(メートル)

48 県道 市木串
間線

串間市大字
市木字河原
崎1368番１
地先から同
市同大字同

旧 12�3～
17�5

 115�0

新 16�2～
21�5

 115�0
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宮崎県告示第 415号
　道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第１項の規定により、道
路の区域を次のとおり変更する。
　なお、関係図面は、令和元年10月17日から同年同月31日まで宮崎
県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。
　　令和元年10月17日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第 416号
　道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第１項の規定により、道
路の区域を次のとおり変更する。
　なお、関係図面は、令和元年10月17日から同年同月31日まで宮崎
県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。
　　令和元年10月17日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第 418号
　道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第２項の規定により、道
路の供用を次のとおり開始する。
　なお、関係図面は、令和元年10月17日から同年同月31日まで宮崎
県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。
　　令和元年10月17日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第 419号
　道路法（昭和27年法律第 180号）第37条第１項の規定により、次
のとおり道路の占用を制限する区域を指定する。
　なお、関係図面は、令和元年10月17日から同年同月31日まで宮崎
県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。
　　令和元年10月17日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
１　道路の種類及び路線名並びに占用を制限する区域

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第 417号
　道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第１項の規定により、道
路の区域を次のとおり変更する。
　なお、関係図面は、令和元年10月17日から同年同月31日まで宮崎
県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。
　　令和元年10月17日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣

路線

番号

道路の

種　類
路線名 区 間

新旧

の別

敷地の
幅　員
(メートル)

延　長

(メートル)

 401 県道 奈佐木
高岡線

小林市野尻
町紙屋字市
ノ瀬1156番
４から同市
同町紙屋同
字1156番４
まで

旧  3�6～
 3�8

 4�6

新  5�6～
 5�6

 4�6

路線

番号

道路の

種　類
路線名 区 間

新旧

の別

敷地の
幅　員
(メートル)

延　長

(メートル)

 401 県道 奈佐木
高岡線

小林市野尻
町紙屋字市
ノ瀬1116番
１から同市
同町紙屋同
字1116番１
まで

旧  4�5～
 5�2

 7�9

新  7�1～
 7�9

 7�9

路線

番号

道路の

種　類
路線名 区 間

新旧

の別

敷地の
幅　員
(メートル)

延　長

(メートル)

 401 県道 奈佐木
高岡線

小林市野尻
町紙屋字市
ノ瀬1116番
４から同市
同町紙屋同
字1116番４
まで

旧  4�0～
 4�1

 4�6

新  6�5～
 6�7

 4�6

字1368番１
地先まで

路線

番号

道路の

種　類
路線名 区 間 供用開始の期日

国道  503号 東臼杵郡諸
塚村大字七
ツ山字八重
 609番11地
先から同郡
同村同大字
同字 609番
11地先まで

令和元年10月17日

道路の種類 路線名 占用を制限する区域

県道 市木串間
線

串間市大字市木字河原崎1368番１地先
から同市同大字同字1368番１地先まで

２　制限の対象とする占用物件
　　新たに地上に設ける電柱（占用の制限の開始の期日より前に占
　用を認められた電柱の更新又は移設によるもの及び県が認めた仮
　設電柱を除く。）
３　占用を制限する理由
　　緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場
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　合における被害の拡大を防止するため。
４　占用の制限の開始の期日
　　令和元年11月１日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第 420号
　急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和44年法律第
57号）第３条第１項の規定により、次の区域を急傾斜地崩壊危険区
域に指定する。
　　令和元年10月17日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
１　桃の木－１地区	 	 	
　⑴　区域の表示
　　　次に掲げる土地に存する標柱１号から標柱８号までを順次結
　　んだ線及び標柱１号と標柱８号を結んだ線により囲まれた土地
　　の区域	 	 	
　⑵　標柱の表示

標柱番号 標 柱 の 存 す る 土 地
１ 日南市大字酒谷字石間伏甲83番11
２ 　〃　　 〃　 字後谷乙 10017番１
３ 　〃　　 〃　　　〃 乙 10017番１
４ 　〃　　 〃　　　〃 乙 10016番
５ 　〃　　 〃　　　〃 乙 10018番
６ 　〃　　 〃　 字桃ノ木乙 10465番
７ 　〃　　 〃　　　 〃　乙 10439番１
８ 　〃　　 〃　 字石間伏甲84番４

公　　　　　告

　行政不服審査法施行条例（平成27年宮崎県条例第47号）第15条の	
規定により、平成30年度における不服申立ての処理状況を次のとお	
り公表する。
　　令和元年10月17日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣

不服申立てに係る処分又は不作為
（根拠法令）

不服申立
ての種類

処分庁 審査庁
不服申
立て年
月日

宮崎県行政不服審査会 不服申立てに対
する裁決等

諮問年
月日

答申年
月日

答申の
内容

裁決等
年月日

裁決等
の内容

特別児童扶養手当有期再認定請求
却下処分（特別児童扶養手当等の
支給に関する法律）

審査請求 宮崎県知事 宮崎県知事
平成28
年11月
24日

平成29
年10月
10日

平成29
年11月
16日

棄却裁
決は妥
当であ
る。

平成30
年４月
４日

棄却

特別児童扶養手当有期再認定請求
却下処分（特別児童扶養手当等の
支給に関する法律）

審査請求 宮崎県知事 宮崎県知事
平成29
年３月
30日

平成30
年６月
19日

平成30
年９月
11日

棄却裁
決は妥
当であ
る。

平成30
年10月
11日

棄却

身体障害者手帳交付処分（身体障
害者福祉法）

審査請求 宮崎県知事 宮崎県知事
平成29
年８月
24日

平成30
年３月
２日

平成30
年４月
９日

棄却裁
決は妥
当であ
る。

平成30
年５月
９日

棄却

生活保護費返還決定処分（生活保
護法）

審査請求 宮崎市福祉事務所長 宮崎県知事
平成29
年10月
20日

－ － － － －

生活保護廃止処分（生活保護法） 審査請求 宮崎市福祉事務所長 宮崎県知事
平成29
年11月
１日

－ － － － －

身体障害者手帳交付処分（身体障
害者福祉法）

審査請求 宮崎県知事 宮崎県知事
平成29
年11月
２日

平成30
年３月
５日

平成30
年４月
９日

棄却裁
決は妥
当であ
る。

平成30
年５月
９日

棄却
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個人事業税賦課処分（地方税法） 審査請求
宮崎県延岡県税・総
務事務所長

宮崎県知事
平成29
年11月
24日

平成30
年３月
12日

平成30
年４月
９日

棄却裁
決は妥
当であ
る。

平成30
年４月
17日

棄却

生活保護費返還決定処分（生活保
護法）

審査請求 宮崎市福祉事務所長 宮崎県知事
平成29
年12月
４日

平成30
年10月
３日

平成30
年11月
27日

棄却裁
決は妥
当であ
る。

平成30
年12月
17日

棄却

生活保護停止処分（生活保護法） 審査請求 日南市福祉事務所長 宮崎県知事
平成29
年12月
７日

－ － －
平成30
年９月
11日

認容

後期高齢者医療療養費不支給決定
処分（高齢者の医療の確保に関す
る法律）

審査請求
宮崎県後期高齢者医
療広域連合長

宮崎県後期
高齢者医療
審査会

平成29
年12月
26日

－ － －
平成30
年８月
30日

棄却

生活保護費返還決定処分（生活保
護法）

審査請求 宮崎市福祉事務所長 宮崎県知事
平成30
年２月
１日

－ － －
平成30
年４月
27日

却下

生活保護変更決定処分（生活保護
法）

審査請求 宮崎市福祉事務所長 宮崎県知事
平成30
年２月
15日

－ － －
平成30
年10月
30日

認容

児童扶養手当資格喪失決定処分（
児童扶養手当法）

審査請求 宮崎市長 宮崎県知事
平成30
年２月
28日

－ － －
平成30
年４月
５日

取下げ

生活保護費返還決定処分（生活保
護法）

審査請求 宮崎市福祉事務所長 宮崎県知事
平成30
年３月
６日

平成31
年１月
18日

平成31
年３月
４日

棄却裁
決は妥
当であ
る。

平成31
年３月
20日

棄却

射撃教習資格不認定処分（銃砲刀
剣類所持等取締法）

審査請求 宮崎県公安委員会
宮崎県公安
委員会

平成30
年３月
19日

－ － －
平成30
年９月
６日

棄却

身体障害者手帳交付処分（身体障
害者福祉法）

審査請求 宮崎県知事 宮崎県知事
平成30
年３月
20日

－ － －
平成30
年８月
28日

取下げ

身体障害者手帳交付処分（身体障
害者福祉法）

審査請求 宮崎県知事 宮崎県知事
平成30
年４月
２日

－ － －
平成30
年６月
６日

取下げ

後期高齢者医療療養費不支給決定
処分（高齢者の医療の確保に関す
る法律）

審査請求
宮崎県後期高齢者医
療広域連合長

宮崎県後期
高齢者医療
審査会

平成30
年４月
３日

－ － －
平成30
年８月
30日

棄却
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生活保護変更決定処分（生活保護
法）

審査請求 宮崎市福祉事務所長 宮崎県知事
平成30
年４月
25日

平成31
年１月
18日

平成31
年３月
４日

棄却裁
決は妥
当であ
る。

平成31
年３月
20日

棄却

身体障害者手帳交付処分（身体障
害者福祉法）

審査請求 宮崎県知事 宮崎県知事
平成30
年４月
27日

－ － －
平成30
年７月
８日

取下げ

身体障害者手帳交付処分（身体障
害者福祉法）

審査請求 宮崎県知事 宮崎県知事
平成30
年５月
９日

－ － －
平成30
年７月
27日

取下げ

運転免許更新処分（道路交通法） 審査請求 宮崎県公安委員会
宮崎県公安
委員会

平成30
年６月
15日

－ － －
平成31
年２月
14日

棄却

自動車税減免否認処分（地方税法
）

審査請求
宮崎県宮崎県税・総
務事務所長

宮崎県知事
平成30
年６月
19日

平成30
年10月
29日

平成30
年11月
27日

棄却裁
決は妥
当であ
る。

平成30
年12月
７日

棄却

生活保護申請却下処分（生活保護
法）

審査請求 日南市福祉事務所長 宮崎県知事
平成30
年７月
24日

－ － － － －

要介護認定決定処分（介護保険法
）

審査請求 国富町長
宮崎県介護
保険審査会

平成30
年８月
23日

－ － －
平成30
年９月
18日

取下げ

介護給付費等支給決定処分（障害
者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律）

審査請求 宮崎市福祉事務所長 宮崎県知事
平成30
年９月
６日

－ － － － －

介護保険料賦課決定処分（介護保
険法）

審査請求 日南市長
宮崎県介護
保険審査会

平成30
年９月
７日

－ － －
平成30
年11月
19日

棄却

特別児童扶養手当有期再認定請求
却下処分（特別児童扶養手当等の
支給に関する法律）

審査請求 宮崎県知事 宮崎県知事
平成30
年10月
19日

－ － － － －

生活保護変更決定処分（生活保護
法）

審査請求 都城市福祉事務所長 宮崎県知事
平成30
年10月
22日

平成31
年３月
15日

－ － － －

生活保護変更決定処分（生活保護
法）

審査請求 西都市福祉事務所長 宮崎県知事
平成30
年10月
25日

平成31
年３月
15日

－ － － －

個人事業税賦課処分（地方税法） 審査請求
宮崎県延岡県税・総
務事務所長

宮崎県知事
平成30
年11月
５日

－ － － － －
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生活保護変更決定処分（生活保護
法）

審査請求 延岡市福祉事務所長 宮崎県知事
平成30
年11月
15日

－ － － － －

療育手帳非該当決定処分（宮崎県
療育手帳制度実施要綱）

審査請求 宮崎県知事 宮崎県知事
平成30
年11月
19日

－ － － － －

療育手帳非該当決定処分（宮崎県
療育手帳制度実施要綱）

審査請求 宮崎県知事 宮崎県知事
平成30
年11月
19日

－ － － － －

生活保護変更決定処分（生活保護
法）

審査請求 宮崎市福祉事務所長 宮崎県知事
平成30
年11月
28日

－ － － － －

生活保護変更決定処分（生活保護
法）

審査請求 宮崎市福祉事務所長 宮崎県知事
平成30
年11月
28日

－ － － － －

生活保護変更決定処分（生活保護
法）

審査請求 宮崎市福祉事務所長 宮崎県知事
平成30
年11月
28日

－ － － － －

生活保護変更決定処分（生活保護
法）

審査請求 宮崎市福祉事務所長 宮崎県知事
平成30
年11月
28日

－ － － － －

生活保護変更決定処分（生活保護
法）

審査請求 宮崎市福祉事務所長 宮崎県知事
平成30
年11月
28日

－ － － － －

生活保護変更決定処分（生活保護
法）

審査請求 宮崎市福祉事務所長 宮崎県知事
平成30
年11月
29日

－ － － － －

生活保護変更決定処分（生活保護
法）

審査請求 宮崎市福祉事務所長 宮崎県知事
平成30
年11月
29日

－ － － － －

生活保護変更決定処分（生活保護
法）

審査請求 宮崎市福祉事務所長 宮崎県知事
平成30
年11月
29日

－ － － － －

給付制限処分（国民健康保険法） 審査請求 宮崎市長
宮崎県国民
健康保険審
査会

平成30
年12月
６日

－ － － － －

児童扶養手当支給停止処分（児童
扶養手当法）

審査請求 宮崎県知事 宮崎県知事
平成30
年12月
16日

－ － －
平成30
年12月
21日

取下げ
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生活保護変更決定処分（生活保護
法）

審査請求 都城市福祉事務所長 宮崎県知事
平成30
年12月
20日

－ － － － －

生活保護変更決定処分（生活保護
法）

審査請求 宮崎市福祉事務所長 宮崎県知事
平成30
年12月
28日

－ － － － －

一時保護決定処分（児童福祉法） 審査請求
宮崎県中央児童相談
所長

宮崎県知事
平成31
年１月
４日

－ － － － －

一時保護決定処分（児童福祉法） 審査請求
宮崎県中央児童相談
所長

宮崎県知事
平成31
年１月
４日

－ － － － －

一時保護決定処分（児童福祉法） 審査請求
宮崎県中央児童相談
所長

宮崎県知事
平成31
年１月
４日

－ － － － －

身体障害者手帳交付処分（身体障
害者福祉法）

審査請求 宮崎県知事 宮崎県知事
平成31
年１月
16日

－ － －
平成31
年３月
22日

取下げ

生活保護費返還決定処分（生活保
護法）

審査請求 都城市福祉事務所長 宮崎県知事
平成31
年１月
16日

－ － － － －

土地区画整理事業における換地処
分（土地区画整理法）

審査請求 都農町長 宮崎県知事
平成31
年１月
31日

－ － － － －

特別児童扶養手当有期再認定請求
却下処分（特別児童扶養手当等の
支給に関する法律）

審査請求 宮崎県知事 宮崎県知事
平成31
年２月
27日

－ － － － －

生活保護停止処分（生活保護法） 審査請求
宮崎県北部福祉こど
もセンター所長

宮崎県知事
平成31
年２月
27日

－ － － － －

禁止命令等（ストーカー行為等の
規制等に関する法律）

審査請求 宮崎北警察署長
宮崎県公安
委員会

平成31
年３月
１日

－ － － － －

介護給付費等支給決定処分（障害
者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律）

審査請求 宮崎市福祉事務所長 宮崎県知事
平成31
年３月
22日

－ － － － －

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規
定により、大規模小売店舗の変更に関する届出があったので、届出
書その他関係書類を次のとおり縦覧に供する。
　なお、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活
環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、本日

から４月以内に宮崎県知事に意見書を提出することができる。
　　令和元年10月17日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
１　大規模小売店舗の名称及び所在地
　　ダイレックス吉村店
　　宮崎市吉村町下藪甲4342番１　外
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２　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法
　人にあっては代表者の氏名
　　昭和リース株式会社　代表取締役　瀬戸紳一郎
　　東京都文京区後楽一丁目４番14号
３　変更した事項
　⑴　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに
　　法人にあっては代表者の氏名
　　　（変更前）昭和リース株式会社　代表取締役　土屋明正
　　　　　　　　東京都文京区後楽一丁目４番14号
　　　（変更後）昭和リース株式会社　代表取締役　瀬戸紳一郎
　　　　　　　　東京都文京区後楽一丁目４番14号
　⑵　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び
　　住所並びに法人にあっては代表者の氏名
　　　（変更前）ダイレックス株式会社　代表取締役　貞方宏司
　　　　　　　　佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬 930番地
　　　（変更後）ダイレックス株式会社　代表取締役　多田高志
　　　　　　　　佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬 930番地
４　変更の年月日
　⑴　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに
　　法人にあっては代表者の氏名
　　　令和元年６月28日
　⑵　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び
　　住所並びに法人にあっては代表者の氏名
　　　令和元年５月１日
５　変更する理由
　　建物設置者及び小売業者の代表者交代のため
６　届出年月日
　　令和元年10月３日
７　届出書その他関係書類の縦覧場所及び期間
　⑴　場所
　　　宮崎県商工観光労働部商工政策課、宮崎県西臼杵支庁総務課
　　、宮崎県日南県税・総務事務所総務商工センター、宮崎県都城
　　県税・総務事務所総務商工センター及び宮崎県延岡県税・総務
　　事務所総務商工センター
　⑵　期間
　　　令和元年10月17日から令和２年２月17日まで
８　意見書の提出先及び期間
　⑴　提出先
　　　宮崎県商工観光労働部商工政策課
　⑵　期間
　　　令和元年10月17日から令和２年２月17日まで
９　意見書の記載事項
　　意見書には、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地
　域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見ととも
　に、意見書提出者の氏名又は名称及び住所並びに当該大規模小売
　店舗の名称を日本語により記載すること。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規
定により、大規模小売店舗の変更に関する届出があったので、届出
書その他関係書類を次のとおり縦覧に供する。
　なお、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活
環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、本日
から４月以内に宮崎県知事に意見書を提出することができる。
　　令和元年10月17日

　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
１　大規模小売店舗の名称及び所在地
　　ダイレックス南延岡店
　　延岡市別府町4452番２　外
２　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法
　人にあっては代表者の氏名
　　昭和リース株式会社　代表取締役　瀬戸紳一郎
　　東京都文京区後楽一丁目４番14号
３　変更した事項
　⑴　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに
　　法人にあっては代表者の氏名
　　　（変更前）昭和リース株式会社　代表取締役　土屋明正
　　　　　　　　東京都文京区後楽一丁目４番14号
　　　（変更後）昭和リース株式会社　代表取締役　瀬戸紳一郎
　　　　　　　　東京都文京区後楽一丁目４番14号
　⑵　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び
　　住所並びに法人にあっては代表者の氏名
　　　（変更前）ダイレックス株式会社　代表取締役　貞方宏司
　　　　　　　　佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬 930番地
　　　（変更後）ダイレックス株式会社　代表取締役　多田高志
　　　　　　　　佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬 930番地
４　変更の年月日
　⑴　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに
　　法人にあっては代表者の氏名
　　　令和元年６月28日
　⑵　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び
　　住所並びに法人にあっては代表者の氏名
　　　令和元年５月１日
５　変更する理由
　　建物設置者及び小売業者の代表者交代のため
６　届出年月日
　　令和元年10月３日
７　届出書その他関係書類の縦覧場所及び期間
　⑴　場所
　　　宮崎県商工観光労働部商工政策課、宮崎県西臼杵支庁総務課
　　、宮崎県日南県税・総務事務所総務商工センター、宮崎県都城
　　県税・総務事務所総務商工センター及び宮崎県延岡県税・総務
　　事務所総務商工センター
　⑵　期間
　　　令和元年10月17日から令和２年２月17日まで
８　意見書の提出先及び期間
　⑴　提出先
　　　宮崎県商工観光労働部商工政策課
　⑵　期間
　　　令和元年10月17日から令和２年２月17日まで
９　意見書の記載事項
　　意見書には、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地
　域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見ととも
　に、意見書提出者の氏名又は名称及び住所並びに当該大規模小売
　店舗の名称を日本語により記載すること。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　土地改良法（昭和24年法律第 195号）第18条第17項の規定により
、向山土地改良区（高千穂町）の役員の就任及び退任について次の
とおり届出があった。
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　　令和元年10月17日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
１　就任した役員

役　　名 氏　　名 住　　　　　所

理 事 門　村　政　昭
西臼杵郡高千穂町大字向山2717番
地ロ

理 事 飯　干　善　勝
西臼杵郡高千穂町大字向山1022番
地

理 事 甲　斐　亀　男
西臼杵郡高千穂町大字向山1774番
地

理 事 甲　斐　義　信
西臼杵郡高千穂町大字向山4662番
地

理　　事 飯　干　久　敏
西臼杵郡高千穂町大字向山7751番
地

理　　事 坂　本　直　幸
西臼杵郡高千穂町大字向山3965番
地

理　　事 飯　干　髙　徳
西臼杵郡高千穂町大字向山3235番
地

理　　事 飯　干　博　士
西臼杵郡高千穂町大字向山1093番
地

理 事 甲　斐　早　雄
西臼杵郡高千穂町大字向山 837番
地

理 事 飯　干　和　昭
西臼杵郡高千穂町大字向山3663番
地

監　　事 甲　斐　憲　章
西臼杵郡高千穂町大字向山1773番
地

監　　事 興　梠　久　利
西臼杵郡高千穂町大字向山 724番
地

　（任期：令和４年８月31日まで）
２　退任した役員

役　　名 氏　　名 住　　　　　所

理　　事 門　村　政　昭
西臼杵郡高千穂町大字向山2717番
地ロ

理　　事 飯　干　善　勝
西臼杵郡高千穂町大字向山1022番
地

理 事 甲　斐　亀　男
西臼杵郡高千穂町大字向山1774番
地

理 事 飯　干　英　雄
西臼杵郡高千穂町大字向山2660番
地

理 事 飯 干 久 敏
西臼杵郡高千穂町大字向山7751番
地

理 事 飯 干 憲 二
西臼杵郡高千穂町大字向山3965番
地

理　　事 飯　干　髙　徳
西臼杵郡高千穂町大字向山3235番
地

理 事 飯 干 博 士
西臼杵郡高千穂町大字向山1093番
地

理 事 飯 干 和 昭
西臼杵郡高千穂町大字向山3663番
地

理　　事 甲 斐 早 雄
西臼杵郡高千穂町大字向山 837番
地

監　　事 甲　斐　憲　章
西臼杵郡高千穂町大字向山1773番
地

監 事 甲　斐　徹　志
西臼杵郡高千穂町大字向山 983番
地

企業局企業管理規程

　企業局会計規程の一部を改正する企業管理規程をここに公表する。
　　令和元年10月17日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県企業局長　図　師　雄　一　
宮崎県企業局企業管理規程第１号
　　　企業局会計規程の一部を改正する企業管理規程
　企業局会計規程（平成14年宮崎県企業局企業管理規程第６号）の一部を次のように改正する。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後
　（入札保証金） 　（入札保証金）
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第88条　令第21条の15の規定による入札保証金の率は、入札金額（
　入札者が入札書に記載した金額に 100分の 108を乗じて得た金額
　）の 100分の５以上とする。
２　［略］
別表第１　勘定科目表
　　　　　電気事業会計勘定科目表
　　［略］
　　　　　費用
　２　電気事業費用　　

　 ［略］

第88条　令第21条の15の規定による入札保証金の率は、入札金額の
　 100分の５以上とする。

２　［略］
別表第１　勘定科目表
　　　　　電気事業会計勘定科目表
　　［略］
　　　　　費用
　２　電気事業費用

　 ［略］

款 項 目 節 細節 細々節 備考
営業
費用

　［略］

法定厚
生費

［略］
厚生年
金負担
金

労災保
険料

　［略］

款 項 目 節 細節 細々節 備考
営業
費用

　［略］

法定厚
生費

［略］
厚生年
金負担
金
社会保
険料
労災保
険料

　［略］

　別記様式第15号を次のように改める。
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　別記様式第41号（その１）を次のように改める。
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　別記様式第41号（その２）を次のように改める。
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宮　崎　県　公　報 令和 元 年 10 月 17 日（木曜日）　第 48 号

　別記様式第41号（その３）を次のように改める。
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─ 28 ─

　　　附　則
　この企業管理規程は、公表の日から施行し、令和元年10月１日から適用する。

収用委員会告示

　宮崎県収用委員会運営規程の一部を改正する規程をここに公表する。
　　令和元年10月17日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県収用委員会会長　近　藤　日出夫　
宮崎県収用委員会告示第３号
　　　宮崎県収用委員会運営規程の一部を改正する規程
　宮崎県収用委員会運営規程（昭和44年宮崎県収用委員会告示第１号）の一部を次のように改正する。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

　　　附　則
　この告示は、公表の日から施行する。

改正前 改正後
　（会長専決事項）
第12条　会長は、次の各号に掲げる事項を専決することができる。
　(１)～(25)　［略］

　(26)～(28)　［略］

　（会長専決事項）
第12条　会長は、次の各号に掲げる事項を専決することができる。
　(１)～(25)　［略］
　(26)　所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法（平
　　成30年法律第49号）第13条第６項に規定する身分を示す証明書
　　の発行
　(27)～(29)　［略］
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